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第１５回「トラック輸送における取引環境・労働時間改善茨城県地方協議会」の 

協議結果について（報告） 

 

 

 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 第１５回協議会につきまして、書面協議をもって開催に代えさせていただいたとこ

ろ、ご多忙にもかかわらず、審議に御協力を賜り、誠にありがとうございました。 

 審議の結果、協議事項について、下記のとおり可決承認されましたことをご報告致

します。 

 なお、いただいた御意見に対する回答は、別紙のとおりになります。 

修正後のリーフレットについては資料１を御確認ください。 

 

 

記 

 

協議事項に対する賛否 

   

協議事項 協議結果 

２０２４年問題に向けてのリーフ

レットについて 

 

承認 

 

 

 

 

以上 

 



 

 

御意見とりまとめ 

 

○協議案件：２０２４年問題のリーフレットについて 

 

御意見及び回答は以下のとおりです。 

 

 

該当箇所 御意見 回答 

1 頁目右下 「水産品」を「水産物」に修正。 御意見を踏まえて修正いたし

ました。 

2 頁目「長時

間労働の発

生状況」 

「2022 年度の実施した運送事業者に対する～」

を 

「2022 年度に実施した荷主企業及び運送事業

者に対する～」に修正。 

御意見を踏まえて修正いたし

ました。 

3 頁目上段 「それには荷主の協力が不可欠であるため、今

後はさらに、発・着荷主および元請・下請運送

事業者という」の記載を削除。 

御意見を踏まえて修正いたし

ました。 

3 頁目中段 「労働時間の改善に向け、直接の顧客である発

荷主に対して、発荷主側のみならず着荷主側に

ついても実態と問題について、」を 

「労働時間の改善に向け、直接の顧客である発

荷主に対して、発荷主側のみならず、着荷主側

についても実態と問題についても含めた、」に修

正。 

御意見を踏まえて修正いたし

ました。 

なお、「～含めた、」の部分は

「～含めて、」といたしまし

た。 

 

 


